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匝瑳市行政組織条例の一部を改正する条例 

 

匝瑳市行政組織条例（平成１８年匝瑳市条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「福祉課」を「福祉課 子育て支援推進課」に改める。 

第２条中第１５号を第１６号とし、第１４号の次に次の１号を加える。 

 （１５） 子育て支援推進課 

ア 母子保健に関すること。 

イ 児童福祉に関すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（匝瑳市使用料、手数料、占用料等条例の一部改正） 

２ 匝瑳市使用料、手数料、占用料等条例（平成１８年匝瑳市条例第５１号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第１（９）市民ふれあいセンターの表入場料その他これに類する料金を

徴収する場合の項談話室の目及びトレーニングルームの目並びにその他の場

合の項談話室の目及びトレーニングルームの目を削る。 

（匝瑳市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

３ 匝瑳市子ども・子育て会議条例（平成２６年匝瑳市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条中「福祉課」を「子育て支援推進課」に改める。 
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（
参
考
）

 

匝
瑳
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後

 
改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
５
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
次
の
課
を
設
置
す
る
。
 

秘
書
課
 
企
画
課
 
総
務
課
 
財
政
課
 
税
務
課
 
市
民
課
 
環
境
生
活
課
 
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン

推
進
課
 
健
康
管
理
課
 
農
林
水
産
課
 
商
工
観
光
課
 
都
市
整
備
課
 
建
設
課
 
福
祉
課
 
 

子
育
て
支
援
推
進
課
 
高
齢
者
支
援
課
 

（
課
の
分
掌
事
務
）
 

第
２
条
 
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
～
（
１
４
）
 
略
 

（
１
５
）
 
子
育
て
支
援
推
進
課
 

 
 
ア
 
母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
 
イ
 
児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。
 

（
１
６
）
 
略
 

以
下
 
略
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
５
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
次
の
課
を
設
置
す
る
。
 

秘
書
課
 
企
画
課
 
総
務
課
 
財
政
課
 
税
務
課
 
市
民
課
 
環
境
生
活
課
 
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン

推
進
課
 
健
康
管
理
課
 
農
林
水
産
課
 
商
工
観
光
課
 
都
市
整
備
課
 
建
設
課
 
福
祉
課
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
高
齢
者
支
援
課
 

（
課
の
分
掌
事
務
）
 

第
２
条
 
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
～
（
１
４
）
 
略
 

   （
１
５
）
 
略
 

以
下
 
略
 

 
 



- 
2 
- 

（
参
考
）

 

匝
瑳
市
使
用
料
、
手
数
料
、
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
附
則
第
２
項
関
係
）
 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後

 
改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

本
則
 
略
 

附
 
則
 
略
 

別
表
第
１
 

（
１
）
～
（
８
）
 
略
 

（
９
）
 
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
 

区
分
 

単
位
 

基
本
金
額
 

市
外
居
住
者
割
増
金
額
 

午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
 午
後
５
時
か
ら

午
後
９
時
ま
で
 午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
 午
後
５
時
か
ら

午
後
９
時
ま
で
 

入
場

料

そ
の

他

こ
れ

に

類
す

る

料
金

を

徴
収

す

る
場
合
 

相
談

室
の

項
・
第
１
会
議

室
の
項
 
略
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

  

料
理
実
習
室

の
項

～
大

ホ
ー
ル
の
項
 

略
 

 
  

  
 

そ
の

他

の
場
合
 

相
談

室
の

項
・
第
１
会
議

室
の
項
 
略
 

 
 

 
 

 

本
則
 
略
 

附
 
則
 
略
 

別
表
第
１
 

（
１
）
～
（
８
）
 
略
 

（
９
）
 
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
 

区
分
 

単
位
 

基
本
金
額
 

市
外
居
住
者
割
増
金
額
 

午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
 午
後
５
時
か
ら

午
後
９
時
ま
で
 午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
 午
後
５
時
か
ら

午
後
９
時
ま
で
 

入
場

料

そ
の

他

こ
れ

に

類
す

る

料
金

を

徴
収

す

る
場
合
 

相
談

室
の

項
・
第
１
会
議

室
の
項
 
略
 

 
 

 
 

 

談
話
室
 

１
室
・
１
時
間
 １
，
１
０
０
円
 １
，
５
３
０
円
 

２
６
０
円
 

３
７
０
円
 

ト
レ
ー
ニ
ン

グ
ル
ー
ム
 

１
室
・
１
時
間
 ２
，
２
０
０
円
  

５
３
０
円
  

料
理
実
習
室

の
項

～
大

ホ
ー
ル
の
項
 

略
 

 
  

  
 

そ
の

他

の
場
合
 

相
談

室
の

項
・
第
１
会
議

室
の
項
 
略
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料
理
実
習
室

の
項

～
大

ホ
ー
ル
の
項
 

略
 

 
  

  

備
考
 

市
外
居
住
者
の
使
用
料
は
、
基
本
金
額
に
市
外
居
住
者
割
増
金
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

（
１
０
）・
（
１
１
）
略
 

以
下
 
略
 

談
話
室
 

１
室
・
１
時
間
 

５
３
０
円
 

７
６
０
円
 

２
６
０
円
 

３
７
０
円
 

ト
レ
ー
ニ
ン

グ
ル
ー
ム
 

１
室
・
１
時
間
 １
，
１
０
０
円
  

５
３
０
円
  

料
理
実
習
室

の
項

～
大

ホ
ー
ル
の
項
 

略
 

 
  

  

備
考
 

市
外
居
住
者
の
使
用
料
は
、
基
本
金
額
に
市
外
居
住
者
割
増
金
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

（
１
０
）・
（
１
１
）
略
 

以
下
 
略
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（
参
考
）

 

匝
瑳
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
附
則
第
３
項
関
係
）
 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後

 
改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
～
第
６
条
関
係
 
略
 

（
庶
務
）
 

第
７
条
 
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
庶
務
は
、
子
育
て
支
援
推
進
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

以
下
 
略
 

第
１
条
～
第
６
条
関
係
 
略
 

（
庶
務
）
 

第
７
条
 
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
庶
務
は
、
福
祉
課
 
 
 
 
 
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

以
下
 
略
 

 
 

 


